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日本郵船と郵船ロジスティクスの海外事業統合に関する基本契約の締結について 

 

 

日本郵船株式会社（本社：東京都千代田区、社長：工藤泰三、以下「日本郵船」という）と、郵船ロジス

ティクス株式会社（本社：東京都港区、社長：矢野俊一、以下「郵船ロジスティクス」という）は、平成 22

年 2 月 25 日付で締結いたしました基本合意書に基づき、両社の物流事業の再編と統合に向けて検討と協議を

進めてまいりました。国内事業統合につきましては平成22年5月28日付で、日本郵船は「子会社の事業譲受

けに関するお知らせ」にて、郵船ロジスティクス（旧称：郵船航空サービス株式会社）は「事業の一部譲受け

に関するお知らせ」にてご案内したとおりです。両社の海外事業統合（以下、「本件統合｣という）につきまし

ては、本日新たに本件統合に関する基本契約（以下、「本基本契約」という）を締結いたしましたので、下記

のとおりお知らせいたします。また、本基本契約に定める統合対象子会社に含まれない海外事業統合について

は、上記基本合意書に基づき遅くとも平成24年3月末日までに本件統合を完了させる予定です。 

 

 

１．本件統合の目的と背景 

日本郵船及び郵船ロジスティクスは、日本郵船グループの物流事業の最適化及び効率化を図り、グ

ループ・シナジーを最大限発揮する事により両社の事業価値を向上させ、物流業界における真のグロー

バル・プレイヤーとしての地位を確立する事を目的として、先に行われた国内事業統合に続き、本件統

合を実施いたします。 

日本郵船の物流事業は陸上輸送・倉庫・配送や海上フォワーディング事業が主体であり、郵船ロジス

ティクスは航空フォワーディング事業が主体でありました。また、顧客層も多くは異なっている事から、

本件統合によって世界トップレベルの規模とサービス品質を提供できる体制が整う事となります。 
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２．本件統合の要旨 

2-1 本件統合の内容 

具体的には、日本郵船及び郵船ロジスティクスは、各国又は各地域において統合対象事業を行ってい

る日本郵船又は郵船ロジスティクスの子会社（以下、「統合対象子会社」という）毎に、本件統合の対

象となる日本郵船及び郵船ロジスティクスそれぞれの日本国外における物流事業（以下、「統合対象事

業」という）について、本基本契約に定められた基本方針及び基本条件（統合の方法、実行予定日等）

に従って、本件統合を実施いたします。 

各国又は各地域における物流事業の統合（以下、「個別統合取引」という）は、本基本契約に定める

基本方針及び基本条件に従って、遅くとも平成 24 年 3 月末日までに全ての個別統合取引が完了するよ

う、個別統合取引の当事者となるそれぞれの統合対象子会社間でその詳細を誠実に協議し、日本郵船及

び郵船ロジスティクス双方の承諾を得た内容の当該個別統合取引に係る契約（以下、「個別統合取引契

約」という）を締結し、個別統合取引契約の内容に従って個別統合取引を実施する予定です。 

 

本件統合に際し、郵船ロジスティクスは日本郵船から、日本郵船の有している海外物流事業のために

組織化され有機的一体として機能する財産（資産・負債のほか得意先関係等の経済的価値のある事実関

係を含む）の一部を取得し、その対価として、郵船ロジスティクスは現時点で合計約 72 億円の支払い

を予定しております。また、本件統合の対象になる日本郵船の統合対象子会社は 30 社（内訳は米州地

域 4 社、欧州地域 16 社、東アジア地域 4 社、南アジア・オセアニア地域 6 社）であり、郵船ロジス

ティクスの統合対象子会社は 16 社（内訳は米州地域 2 社、欧州地域 7 社、東アジア地域 3社、南アジ

ア・オセアニア地域4社）となります。本件統合により、郵船ロジスティクスは統合対象子会社を連結

子会社とし、その事業運営の管理については、郵船ロジスティクスが主体となって行う事となります。 

各国又は各地域における物流事業の統合の全体像は別紙2のとおりです。個別統合取引のうち重要な

ものは別紙１のとおり、米国（米国事業会社の統合）、欧州（欧州持株会社の統合）及び英国（英国事

業会社の統合）です。 

 

2-2 本件統合の日程 

海 外 事 業 統 合 に 関 す る 

基本契約締結承認取締役会決議 

（日本郵船、郵船ロジスティクス） 

平成22年12月22日 

海 外 事 業 統 合 に 関 す る 

基 本 契 約 締 結 

（日本郵船、郵船ロジスティクス） 

平成22年12月22日 

各 個 別 統合 取引 の 実行 予 定日 
平成23年1月1日（予定）～平成24年3月31日（予定）

において順次実施 

（注１） 本件統合の日程は、本件統合の手続きの進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、日本郵

船及び郵船ロジスティクス間で協議し合意のうえ、変更する事があります。 

     （注2） 重要な個別統合取引の実行予定日に関しましては別紙1を参照下さい。 

 

2-3 本件統合の方式 

上記 2-1「本件統合の内容」に記載のとおり、各国又は各地域における各統合対象子会社毎に、各国

の法制度を遵守しつつ、本基本契約において定められた基本方針及び基本条件（統合の方法、実行予定

日等）に従い、合併、事業譲渡あるいは株式取得の方法により個別統合取引を実施いたします。 

 

 2-4 本件統合にかかる意思決定のプロセス 

    本件統合にかかる意思決定は、日本郵船グループの物流最適化及び効率化を図り、グループ・シナ

ジーを最大限に発揮するため、平成21年11月2日付「日本郵船の物流事業と郵船航空サービスの事業

再編と統合に向けた協議の開始について」でお知らせしたとおり、両社の物流事業の再編と統合に向け
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た協議を開始しました。さらに平成22年2月25日の両社間の本件統合に関する基本合意書の締結、そ

の後、具体的な統合方式などについて継続的な協議・交渉を重ね、本基本契約の締結に至りました。 

 

 

３．個別統合取引に係る基本方針及び基本条件の算定根拠 

3-1 算定の基礎 

個別統合取引における基本方針及び基本条件（一部を除く）の決定にあたっては、その公正性・妥当

性を確保するため、各社がそれぞれ別個に、両社から独立した第三者算定機関に個々の統合対象子会社

の株式価値又は事業価値の算定を依頼する事とし、日本郵船は株式会社 KPMG FAS（以下、「KPMG」とい

う）を、郵船ロジスティクスはプライスウォーターハウスクーパース株式会社（以下、「PwC」という）

を、第三者算定機関として選定いたしました。 

 

KPMG は、個々の統合対象子会社について、個々の統合対象子会社の将来の事業活動の状況を評価に

反映するため、ディスカウンティッド・キャッシュフロー（以下、「DCF」といいます。）方式を採用し

て算定を行いました。 

なお、KPMG は株式価値又は事業価値の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般的に公開

されている情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完

全なものである事を前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性について検証を行っておりませ

ん。また、個々の統合対象子会社の資産及び負債（簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。）

について、個別の各資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、

第三者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。加えて、個々の統合対象子会社の財務予測に

関する情報については、日本郵船及び郵船ロジスティクスの経営陣により現時点で可能な最適の予測と

判断に基づき合理的に作成された事を前提としております。 

KPMG が提出した株式価値又は事業価値の算定結果は、個別統合取引における公正性について意見を

表明するものではありません。 

 

一方、PwC は、個々の統合対象子会社について、個々の統合対象子会社の将来の事業活動の状況を評

価に反映するため、DCF方式を採用して算定を行いました。 

なお、PwC は株式価値又は事業価値の算定に際して、両社から提供を受けた情報及び一般的に公開さ

れている情報等を原則としてそのまま採用し、採用したそれらの資料及び情報等が、全て正確かつ完全

なものである事を前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性について検証を行っておりません。

また、個々の統合対象子会社の資産及び負債（簿外資産及び負債、その他偶発債務を含みます。）につ

いて、個別の各資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三

者機関への鑑定又は査定の依頼も行っておりません。加えて、個々の統合対象子会社の財務予測に関す

る情報については、日本郵船及び郵船ロジスティクスの経営陣により現時点で可能な最適の予測と判断

に基づき合理的に作成された事を前提としております。 

PwC が提出した株式価値又は事業価値の算定結果は、個別統合取引における公正性について意見を表

明するものではありません。 

 

3-2 算定の経緯 

日本郵船と郵船ロジスティクスは、上記の第三者算定機関によって算定された個々の統合対象子会社

の株式価値又は事業価値に基づき、それらの算定結果を参考に慎重に検討し、個々の統合対象子会社の

財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、両社でそれぞれの個別統合取引に

おける合併比率又は譲渡価格を含む基本方針及び基本条件について協議・交渉を重ね、それぞれ平成

22 年 12 月 22 日に開催された取締役会にて承認を受け、それぞれの個別統合取引における基本方針及

び基本条件を決定いたしました。 
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3-3 算定機関との関係 

日本郵船の第三者算定機関である KPMG 及び郵船ロジスティクスの第三者算定機関である PwC は、い

ずれも日本郵船及び郵船ロジスティクスとは独立しており、日本郵船又は郵船ロジスティクスの関連当

事者には該当せず、本件統合に関して記載すべき重要な利害関係を有しません。 

 

3-4 公正性を担保するための措置 

本件統合に際して、公正性を担保する事を目的として、上記3-1に記載のとおり、日本郵船及び郵船

ロジスティクスは、それぞれ別個独立に第三者算定機関に個々の統合対象子会社の株式価値又は事業価

値の算定を依頼し、その算定結果の提出を受けました。両社はかかる算定結果を参考にして、両社間で

慎重に協議・交渉を行い、その結果合意された基本方針及び基本条件により本件統合を実施する事とい

たしました。 

 

3-5 利益相反を回避するための措置 

利益相反を回避する観点から、郵船ロジスティクスの意思決定機関である取締役会及びその監督のも

とにその業務の執行を司る機関である執行役員会における経営判断のもと、独自の意思決定を行うとと

もに、取締役会及び執行役員会の業務の執行を客観的かつ中立的な視点から監査するために社外監査役

2 名を含む 4 名の監査役が平成 22 年 12 月 22 日開催の取締役会に出席し、海外事業統合に関する基本

契約を締結する事につき異議がない旨の意見を述べております。また、郵船ロジスティクスは法務アド

バイザーとして須藤・髙井法律事務所を選任し、本件統合の適切な手続き及び対応等について法的な観

点から助言を受けております。 

また、日本郵船及び郵船ロジスティクスの物流事業の再編・統合に係る検討が開始される以前の平成

21 年 10 月 15 日、当時日本郵船の従業員（物流グループ長）であると同時に、郵船航空サービス株式

会社（当時）の社外取締役の地位にあった二見昭夫氏が、同日付で郵船航空サービス取締役を退任いた

しました。また、平成 21 年 10 月 20 日、当時日本郵船の経営委員であると同時に郵船航空サービス株

式会社（当時）取締役の地位にあった村上章二氏が、同日付で日本郵船経営委員を退任いたしました。

その他、日本郵船の役員又は従業員と郵船ロジスティクスの役員又は従業員を兼ねる者は、本件統合の

個別取引に係る基本方針及び基本条件について日本郵船と郵船ロジスティクスの間で行われた協議・交

渉に出席しておりません。よって日本郵船と郵船ロジスティクスのいずれにおいても特別利害関係者は

協議・交渉に出席しておりません。 

 

 

4．本件統合後の状況 

本件統合は、各国又は各地域毎の統合対象子会社間の取引であるため、本件統合後の郵船ロジスティ

クスにつきましては、名称、所在地（本店）、所在地（主な事業所）、代表者の役職・氏名、事業内容、

決算期に変更はありません。本件統合によって、郵船ロジスティクスの資本金及び発行済株式総数に変

更はありません。統合後の郵船ロジスティクスの連結純資産、連結総資産は今後決定される予定です。 

 

 

５．日本郵船と郵船ロジスティクスの業績に関する今後の見通し 

本件統合は平成 23 年 1 月以降に順次行われますが、大半は 4 月以降に行われる為、両社の今期の業

績に与える影響は軽微である見込みです。なお、今後両社で検討し、業績予想の修正が必要と判断した

場合には速やかに開示いたします。 

 

 

６．支配株主との取引等に関する事項 

本件統合に伴い日本郵船と郵船ロジスティクスとの間で締結した本基本契約は、郵船ロジスティクス

にとって支配株主との取引等に該当します。郵船ロジスティクスが平成 22 年 11 月 25 日に開示した
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コーポレート・ガバナンスに関する報告書で示している「支配株主との取引等を行う際における少数株

主の保護の方針に関する指針」に関する本基本契約の締結における適合状況は、以下のとおりです。 

 

 日本郵船及び郵船ロジスティクスは、それぞれ独立の第三者算定機関によって算定された個々の統合

対象子会社の株式価値又は事業価値に基づき、それぞれの企業価値の向上及び株主共同の利益に資する

との判断に至るものと総合的に勘案しております。 

 

なお、郵船ロジスティクスが平成 22 年 11 月 25 日に開示したコーポレート・ガバナンス報告書で示

している「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方針に関する指針」は、以下のとお

りです。 

   

「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方針に関する指針」 

当社と支配株主及びその企業グループとの間の事業活動上の取引は僅少ではありますが、取引が発生

する場合は、市場価格を勘案した一般的取引と同じ条件によっております。当社は意思決定機関である

取締役会及びその監督のもとに業務の執行を司る機関である執行役員会における経営判断のもと、独自

の意思決定を行うとともに、取締役会や執行役員会の業務の執行を客観的かつ中立的な視点から監査す

るために、社外監査役2名を含め4名の監査役が監査を実施しています。上述の意思決定機関および監査

体制により、会社の業務が適正に遂行されている事を確認しており、支配株主及びその企業グループと

の取引についても、当社もしくは少数株主が不利益となる取引等はなく、少数株主保護の体制が維持さ

れていると判断しております。 

 

本件統合に関する取引に関しましては、上記の「支配株主との取引等を行う際における少数株主の保

護の方針に関する指針」に適合しております。 

 

本件統合についても日本郵船及び郵船ロジスティクスは上記 3-4「公正性を担保するための措置」及

び上記 3-5「利益相反を回避する措置」に記載のとおり公正性を担保し、利益相反を回避するための措

置を講じております。 

 

また、郵船ロジスティクスは、平成 22 年 12 月 10 日付で支配株主との間で利害関係を有しない須

藤・髙井法律事務所より、本件統合は、その事業上の必要性が明らかである事、その意思決定プロセス

は度重なる交渉を経て本基本契約の締結に至ったものであって公正である事、また、その対価について

は、独立した第三者機関による算定結果に基づき当該対価が決定された事を確認するとともに、価格の

適正性を担保する客観的状況が確保されていた事及び本件統合に関する株主への開示についても、株主

をして自らの投資判断に基づいて行動しうる機会を確保する為に十分なものと言えるものである事など

の観点から総合的に検討した結果、本件統合が少数株主にとって不利益なものではないと判断する旨の

意見書を入手しております。 

 

 

７．海外物流事業の統合の概要について 

海外物流事業の統合の概要については、添付の資料「日本郵船/郵船ロジスティクス 海外物流

事業の統合について」をあわせてご参照ください。 

 

以 上 
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別紙１ 重要な個別統合取引及び統合対象子会社の概要 

 

１． 米国事業会社の統合 

1-1．統合の概要・方式 

郵船ロジスティクスグループの米国事業会社である YUSEN AIR & SEA SERVICE (USA) INC.を存続会社、

日本郵船グループの米国物流事業会社である NYK LOGISTICS (AMERICAS) INC.を消滅会社とする吸収合併

により、物流事業の統合を行います。 

また、当該吸収合併に伴い、日本郵船グループには当該合併の対価として存続会社の株式が新たに交

付されますが、存続会社に係る郵船ロジスティクスグループ及び日本郵船グループの持分割合をそれぞ

れ 51%及び 49%とするため、合併効力発生後に本基本契約に基づき、両グループ間で存続会社株式の譲渡

を行います。 

統合後の会社の概要は以下のとおりです。 

 

(1) 名称 
YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC. （YUSEN AIR & SEA SERVICE (USA) INC.

から平成23年4月1日に社名変更予定） 

(2) 所在地 未定 

(3) 代表者役職・氏名 未定 

(4) 事業内容 
国際海上フォワーディング、国際航空フォワーディング、 

コントラクトロジスティクス、国内運送事業、通関業 

(5) 資本金 未定  

(6) 大株主及び 

持株比率(注1) 
郵船ロジスティクス株式会社 51%、NYK GROUP AMERICAS INC. 49%  

(7) 決算期 3月 

(8) 純資産（注2） 163,304千USD 

(9) 総資産（注2） 274,379千USD 

（注１） 持株比率は後述の通り両社間で持分割合の調整を行った後の比率になります。 

（注２） 純資産及び総資産は、YUSEN AIR & SEA SERVICE (USA) INC.の平成21年12月期単体、NYK 

LOGISTICS (AMERICAS) INC.の平成22年3月期連結の金額を単純合算しております。 

 

なお、別紙 2 に記載の NYK LOGISTICS (AMERICAS) INC.の完全子会社である NYK LOGISTICS 

(AMERICAS) INC. (INSD)は、上記の統合後に YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC.を存続会社、同社を消滅

会社とする吸収合併を実施することを予定しております。 

 

1-2．当事会社の概要 

 
合併存続会社 

（平成21年12月31日現在） 

合併消滅会社 

（平成22年3月31日現在） 

(1) 名称 
YUSEN AIR & SEA SERVICE (USA) 

INC. 

NYK LOGISTICS (AMERICAS) INC. 

(2) 所在地 
377 OAK STREET,SUITE 302 GARDEN 

CITY,NY 11530 U.S.A. 

300 LIGHTING WAY,SECAUCUS,NJ 

07094-1588,U.S.A. 

(3) 代表者の役職・ 

氏名 

PRESIDENT & CEO 田中正樹 PRESIDENT & CEO 石塚一夫 

(4) 事業内容 

国際海上フォワーディング、   

国際航空フォワーディング、 

通関業 等 

国際海上フォワーディング、 

コントラクトロジスティクス、  

国内運送事業 等 

(5) 資本金 14,000千 USD 2,630千 USD 

(6) 設立年月日 1968年 10月1日 1972年 4月26日 
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(7) 発行済株式数 140,000株 1,073株 

(8) 決算期 12月 3月 

(9) 従業員数 376人 1,288人 

(10)主要取引先 
家電、自動車部品、医療機器等の製

造業 

小売業、家電、食品等の米国主要企

業 

(11)主要取引銀行 

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 

UFJ,LTD. 

THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ. 

LTD. 

REGIONAL BANK 

(12)大株主及び 

持株比率 

郵船ロジスティクス株式会社100% NYK GROUP AMERICAS INC.    

98.97％ NYKロジスティックスジャ

パン株式会社 1.03％ 

(13)当事会社間の関係 

資本関係 記載すべき資本関係はありません。 

人的関係 NYK LOGISTICS (AMERICAS) INC.のCHAIRMANであった野崎哲一氏が、2007年

4月1日よりYUSEN AIR & SEA SERVICE(USA)INC.の DIRECTORを兼任しており

ました。その他、特記すべき人的関係はありません。 

取引関係 一部（国際海上フォワーディング）事業で取引きがあります。 

 

関連当事者への 

該当状況 

両当事会社は親会社である日本郵船の子会社として、関連当事者に該当しま

す。 

(14)最近3年間の経営成績及び財政状態（注） 

YUSEN AIR & SEA SERVICE (USA) INC.

（単体） 
NYK LOGISTICS (AMERICAS) INC. 

（連結） 
決 算 期 

平成19年 

12月期 

平成20年 

12月期 

平成21年 

12月期 

平成20年 

3月期 

平成21年 

3月期 

平成22年 

3月期 

純資産(千USD) 43,990 43,155 42,420 109,098 117,125 120,884 

総資産(千USD) 66,882 65,917 68,692 233,781 205,102 205,687 

1株当たり純資産(USD) 314.21 308.25 303.00 101,675.86 109,156.22 112,660.13 

売上高(千USD) 135,485 144,681 104,464 909,109 860,180 694,772 

営業利益(千USD) 5,571 2,900 △1,408 23,630 14,912 7,429 

経常利益(千USD) 6,294 3,518 △1,153 22,230 14,537 7,261 

当期純利益(千USD) 3,748 2,230 △811 17,371 8,295 4,408 

1株当たり当期純利益(USD) 26.77 15.93 △5.79 16,189.37 7,731.01 4,108.24 

1株当たり配当金(USD) 6.07 6.64 3.93 - - - 

（注）YUSEN AIR & SEA SERVICE (USA) INC.の数値は日本の会計基準、NYK LOGISTICS (AMERICAS) INC.の数値は米

国の会計基準に基づいて作成されております。 

 

1-3．当該組織再編に係る割当の内容 

 
YUSEN AIR & SEA SERVICE (USA) INC. 

（吸収合併存続会社） 
NYK LOGISTICS (AMERICAS) INC. 

（吸収合併消滅会社） 

当該組織再編に係る 

割当の内容 
１ 531 

（注）株式の割当比率及び交付する株式数 

 NYK LOGISTICS (AMERICAS) INC.の普通株式1株に対して、YUSEN AIR & SEA SERVICE (USA)INC.の普通株式531  

株を割当交付します。従って、YUSEN AIR & SEA SERVICE (USA)INC.は当該合併により普通株式569,763株を 

割当交付いたします。 

 YUSEN AIR & SEA SERVICE (USA)INC.は、前提になった事業計画について売上高及び営業利益において、上方修正

された値を使用しております。また、当該合併に係る割当ての内容の算定の考え方については、本紙 P.3「３．個別

統合取引に係る基本方針及び基本条件の算定根拠」を参照下さい。 
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1-4．存続会社株式の譲渡の内容 

上記の合併の結果、存続会社の普通株式 569,763 株が日本郵船グループに交付されますが、存続会社

に係る郵船ロジスティクスグループ及び日本郵船グループの持分割合をそれぞれ 51.0%及び 49.0%とする

ため、合併効力発生後に本基本契約に基づき、両グループ間で存続会社株式の譲渡を行います。譲渡さ

れる株式数、譲渡価額及び株式譲渡の前後において両グループが所有する存続会社株式の状況は以下の

とおりです。 

 

 
郵船ロジスティクス株式会社 NYK GROUP AMERICAS INC.及び 

NYKロジスティックスジャパン株式会社 

(1) 異動前の所有株式数 
140,000株 

（所有割合：19.7％） 

NYK GROUP AMERICAS INC.  563,922株 

NYKロジスティックスジャパン株式会社 

5,841株 

合計569,763株 

（所有割合：80.3％） 

(2) 譲渡株式数 
221,980株 

（譲渡価額：48,962千 USD） 

(3) 異動後の所有株式数 
361,980株 

（所有割合：51.0％） 

NYK GROUP AMERICAS INC. 347,783株 

NYKロジスティックスジャパン株式会社 

0株 

合計347,783株 

（所有割合：49.0％） 

なお、当該株式譲渡価額の算定の考え方については、本紙 P.3「３．個別統合取引に係る基本方針及び

基本条件の算定根拠」を参照下さい。 

 

1-5．統合の日程 

海 外 事 業 統 合 に 関 す る 

基 本 契 約 締 結 承 認 取 締 役 会 決 議 

（日本郵船、郵船ロジスティクス） 

平成22年12月22日 

海 外 事 業 統 合 に 関 す る 基 本 契 約 締 結 日 平成22年12月22日 

個 別 統 合 取 引 契 約 締 結 日 

（YUSEN AIR & SEA SERVICE (USA)INC. 

/ NYK LOGISTICS (AMERICAS) INC.) 

未定 

合 併 の 効 力 発 生 日 平成23年4月1日（予定） 

株 式 引 渡 日 平成23年4月1日（予定） 

 

1-6．今後の見通し 

当該合併が郵船ロジスティクスの当連結会計年度（平成 23 年 3 月期）の業績予想に与える影響はあ

りません。また、日本郵船の当連結会計年度（平成 23 年 3 月期）の業績予想に与える影響はありませ

ん。なお、本件統合後の来期の業績予想につきましては、確定次第公表いたします。 

 

 

２． 欧州持株会社の統合 

2-1．統合の概要・方式 

郵船ロジスティクスグループの欧州事業子会社を統括する持株会社である YUSEN AIR & SEA SERVICE 

(EUROPE) B.V.を存続会社、同じく日本郵船グループの欧州物流子会社（英国子会社を除く）を統括する

持株会社である NYK LOGISTICS (EUROPE CONTINENT) B.V.を消滅会社とする吸収合併により、両グループ
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の物流事業事業に係る欧州持株会社の統合を行います。 

なお、NYK LOGISTICS (EUROPE CONTINENT) B.V.は、日本郵船グループの欧州事業子会社を統括する持

株会社である NYK HOLDING (EUROPE) B.V.の物流関連事業を分割することにより新設し、その後上記の合

併を行う予定です。 

統合後の会社の概要は以下のとおりです。 

 

(1) 名称 
YUSEN LOGISTICS (EUROPE) B.V. (YUSEN AIR & SEA SERVICE (EUROPE) B.V. 

から平成23年4月1日に社名変更予定） 

(2) 所在地 未定 

(3) 代表者役職・氏名 未定 

(4) 事業内容 欧州地域統括事業 

(5) 資本金 未定 

(6) 大株主及び 

持株比率 
郵船ロジスティクス株式会社 53.7%、日本郵船株式会社 46.3% 

(7) 決算期 3月 

(8) 純資産 94,020千 EUR（注） 

(9) 総資産 260,819千EUR（注） 

   (注）純資産及び総資産は、YUSEN AIR & SEA SERVICE (EUROPE) B.V.の平成21年12月期、NYK LOGISTICS  

 (EUROPE CONTINENT) B.V. の平成22年3月期の金額を単純合算しております。 

 

2-2．当事会社の概要 

 
合併存続会社 

（平成21年12月31日現在） 

合併消滅会社 

（平成22年3月31日現在） 

(1) 名称 
YUSEN AIR & SEA SERVICE (EUROPE) 

B.V. 

NYK LOGISTICS (EUROPE CONTINENT) 

B.V. 

(2) 所在地 
REYKJAVIKWEG 1, 1118LK SCHIPHOL  

SOUTH-EAST,THE NETHERLANDS 

STRAWINSKYLAAN  3105 7E ETAGE, 

1077 ZX AMSTERDAM,  

THE NETHERLANDS  

(3) 代表者の役職・ 

氏名 
DIRECTOR 磯邉孝 DIRECTOR 二見昭夫 

(4) 事業内容 
郵船ロジスティクスグループの 

欧州地域統括事業 

日本郵船グループの 

欧州物流持株会社 

(5) 資本金 18,518千 EUR 18千 EUR（予定）  

(6) 設立年月日 1986年 10月1日 2010年 12月31日（予定） 

(7) 発行済株式数 18,518株 180株（予定） 

(8) 決算期 12月 3月 

(9) 従業員数 15人 0人 

(10)主要取引先 - - 

(11)主要取引銀行 

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI 

UFJ (HOLLAND) N.V.  

ABN AMRO BANK N.V. 

未定 

(12)大株主及び 

持株比率 
郵船ロジスティクス株式会社 100% 日本郵船株式会社100% 

(13)当事会社間の関係 

資本関係 記載すべき資本関係はありません。 

人的関係 記載すべき人的関係はありません。 

 

取引関係 記載すべき取引関係はありません。 



 10

 関連当事者への 

該当状況 

両当事会社は合併時点において親会社である日本郵船の子会社として、関連

当事者に該当することになる見込みです。 

(14)最近3年間の経営成績及び財政状態 

YUSEN AIR & SEA SERVICE 

(EUROPE) B.V. 

（連結） 

NYK LOGISTICS 

(EUROPE CONTINENT) B.V. 

（連結） 決 算 期 

平成19年 

12月期 

平成20年 

12月期 

平成21年 

12月期 

平成20年 

3月期 

平成21年 

3月期 

平成22年 

3月期 

純資産(千EUR) 48,409 49,025 45,883 47,339 38,957 48,137 

総資産(千EUR) 83,268 91,529 80,929 190,645 174,009 179,890 

1株当たり純資産(EUR) 2,614.17 2,647.40 2,477.73 262,993.62 216,430.36 267,427.01 

売上高(千EUR) 131,641 134,787 92,389 354,982 350,028 279,613 

営業利益(千EUR) 5,915 4,854 △3,584 11,416 △1,474 1,378 

経常利益(千EUR) 7,424 5,134 △3,034 12,195 △2,368 322 

当期純利益(千EUR) 5,081 3,426 △2,652 9,889 △8,349 △493 

1株当たり当期純利益(EUR) 274.36 185.00 △143.22 54,937.34 △46,380.99 △2,738.81 

1株当たり配当金(EUR) 80.00 64.00 43.00 - - - 

（注１） 合併消滅会社はNYK HOLDING (EUROPE) B.V.から物流関連事業を分割して平成22年12月 31 日に設立され

る予定であり、上記記載事項は全て現時点で予定されている情報となっております。 

（注２） YUSEN AIR & SEA SERVICE (EUROPE) B.V.は連結財務諸表作成会社です。ただし、上記は傘下の欧州事業子

会社の経営成績・財政状態を単純合算した数値となっております。 

（注３） NYK LOGISTICS (EUROPE CONTINENT) B.V.については、平成 22 年 12 月 31 日に設立を予定している会社で

あり、過年度の実績は存在しませんので、上記は傘下となる予定の欧州事業子会社の過年度の経営成績・

財政状態を単純合算した数値を記載しております。 

 

2-3．当該組織再編に係る割当の内容 

 

YUSEN AIR & SEA SERVICE 

(EUROPE) B.V. 

（吸収合併存続会社） 

NYK LOGISTICS 

(EUROPE CONTINENT) B.V. 

（吸収合併消滅会社） 

当該組織再編に係る 

割当の内容 
１ 88.75 

（注）株式の割当比率及び交付する株式数  

 NYK LOGISTICS (EUROPE CONTINENT) B.V.の普通株式 1 株に対して、YUSEN AIR & SEA SERVICE (EUROPE) B.V.の普通

株式 88.75 株を割当交付します。従って、YUSEN AIR & SEA SERVICE (EUROPE) B.V.は当該合併により普通株式 15,975 

 株を割当交付いたします。 

 なお、当該合併に係る割当ての内容の算定の考え方については、本紙P.3「３．個別統合取引に係る基本方針及び

基本条件の算定根拠」を参照下さい。 

 

2-4．統合の日程 

海 外 事 業 統 合 に 関 す る 

基 本 契 約 締 結 承 認 取 締 役 会 決 議 

（日本郵船、郵船ロジスティクス） 

平成22年12月22日 

海 外 事 業 統 合 に 関 す る 基 本 契 約 締 結 日 平成22年12月22日 

個 別 統 合 取 引 契 約 締 結 日 

（YUSEN AIR & SEA SERVICE (EUROPE) B.V. /  

NYK LOGISTICS (EUROPE CONTINENT) B.V.) 

未定 

合 併 の 効 力 発 生 日 平成23年4月1日（予定） 
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2-5．今後の見通し 

当該合併が郵船ロジスティクスの当連結会計年度（平成 23 年 3 月期）の業績予想に与える影響はあり

ません。また、日本郵船の当連結会計年度（平成 23 年 3 月期）の業績予想に与える影響はありません。

なお、本件統合後の来期の業績予想につきましては、確定次第公表いたします。 

 

 

３． 英国事業会社の統合 

3-1．統合の概要・方式 

日本郵船グループの英国事業持株会社である NYK GROUP EUROPE LTD.が、郵船ロジスティクスグループ

の欧州地域持株会社である YUSEN LOGISTICS (EUROPE) B.V.（YUSEN AIR & SEA SERVICE (EUROPE) B.V.

から平成 23 年 4 月 1 日に社名変更予定）に対し、日本郵船グループの英国物流事業子会社である NYK 

LOGISTICS (UK) LTD.の発行済全株式を譲渡する形で統合を行います。なお、当該株式譲渡後に、NYK 

GROUP EUROPE LTD.はその物流事業を、郵船ロジスティクスグループの英国事業会社である YUSEN AIR & 

SEA SERVICE (U.K.) LTD.はその事業の全部を、NYK LOGISTICS (UK) LTD.に対して譲渡し、同社は YUSEN 

LOGISTICS (UK) LTD.に社名変更いたします。 

 

3-2．当事会社の概要（平成22年3月31日現在） 

統合対象英国事業子会社の概要 

(1)名称 NYK LOGISTICS (UK) LTD. 

(2)所在地 GP1,CHEANEY DRIVE,GRANGE PARK,NORTHAMPTON U.K.  

(3)代表者役職・氏名 CEO IAN VEITCH 

(4)事業内容 国際海上フォワーディング、コントラクトロジスティクス、国内運送 等 

(5)資本金 40,930千 GBP 

(6)設立年月日 1990年 10月12日 

(7)大株主及び持株比率 NYK GROUP EUROPE LTD.  100% 

資本関係 記載すべき資本関係はありません。 

人的関係 記載すべき人的関係はありません。 (8)郵船ロジスティクス 

と当該会社の関係 
取引関係 

一部（国際海上フォワーディング）事業で取引きがあり

ます。 

(9)当該会社の最近3年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期 

純資産(千GBP) 29,623 20,720 14,464 

総資産(千GBP) 129,370 106,507 76,560 

1株当たり純資産(GBP) 0.72 0.51 0.35 

売上高(千GBP) 366,420 321,237 196,375 

営業利益(千GBP) 7,171 5,138 △95 

経常利益(千GBP) 4,311 5,220 △2,590 

当期純利益(千GBP) 6,985 △3,848 △6,255 

1株当たり当期純利益(GBP) 0.17 △0.09 △0.15 

1株当たり配当金(GBP) - - - 

 

株式譲渡会社の概要 

(1) 名称 NYK GROUP EUROPE LTD. 

(2) 所在地 CITY POINT 1 ROPEMAKER STREET,LONDON EC2Y 9NY,U.K. 

(3) 代表者役職・氏名 MANAGING DIRECTOR 諸岡正道 

(4) 事業内容 欧州地域統括、海運代理店業、欧州物流現法統括 

(5) 資本金 81,490千 GBP 
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(6) 設立年月日 1997年 10月15日 

(7) 純資産 75,771千 GBP（平成22年3月期単体） 

(8) 総資産 116,235千GBP（平成22年3月期単体） 

(9) 大株主及び 

持株比率 
日本郵船株式会社 100% 

資本関係 記載すべき資本関係はありません。 

人的関係 記載すべき人的関係はありません。 

取引関係 記載すべき取引関係はありません。 

(10)郵船ロジスティク

スと当該会社の間の

関係 関連当事者への

該当状況 

郵船ロジスティクスと当該会社は親会社である日本郵船

の子会社として、関連当事者に該当します。 

 

株式譲受会社の概要 

 上記「２．欧州持株会社の統合」の「2-1.統合の概要・方式」におけるYUSEN LOGISTICS 

(EUROPE) B.V.（YUSEN AIR & SEA SERVICE (EUROPE) B.V.から平成23年4月1日に社名変更予定）に 

関する記載事項を参照下さい。 

 

3-3．譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況 

 YUSEN LOGISTICS (EUROPE) B.V. NYK GROUP EUROPE LTD. 

(1) 異動前の所有株式数 
0株 

(所有割合：-％） 

40,930,000株 

（所有割合：100％） 

(2) 譲渡株式数 
40,930,000株 

（譲渡価額：15,341千 GBP） 

(3) 異動後の所有株式数 
40,930,000株 

（所有割合：100％） 

0株 

（所有割合：-％） 

なお、当該株式譲渡価額の算定の考え方については、本紙 P.3「３．個別統合取引に係る基本方針及び

基本条件の算定根拠」を参照下さい。 

 

3-4．統合の日程 

海 外 事 業 統 合 に 関 す る 

基 本 契 約 締 結 承 認 取 締 役 会 決 議 

（日本郵船、郵船ロジスティクス） 

平成22年12月22日 

海外事業統合に関する基本契約締結日 平成22年12月22日 

個 別 統 合 取 引 契 約 締 結 日 未定 

株 式 引 渡 時 平成23年4月17日（予定） 

 

 

3-5．今後の見通し 

 当該株式譲渡が郵船ロジスティクスの当連結会計年度（平成 23 年 3 月期）の業績予想に与える影響

はありません。また、日本郵船の当連結会計年度（平成 23 年 3 月期）の業績予想に与える影響はあり

ません。なお、本件統合後の来期の業績予想につきましては、確定次第公表いたします。 

 

 個別統合取引及び統合対象子会社の重要な 3 社の資本関係に関しましては、添付補足資料「本統合前

後（重要な個別統合取引）の資本関係図」を参照下さい。 

 

以上 
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補足資料 

本統合前後（重要な個別統合取引）の資本関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）各社の資本関係は特記ない場合は完全支配・被支配関係を指します。 

 

関係各社の略称と社名 

略称 社名 

NLA NYK LOGISTICS (AMERICAS) INC. 

NGE NYK GROUP EUROPE LTD. 

NL-EC NYK LOGISTICS (EUROPE CONTINENT) B.V. 

NL-UK NYK LOGISTICS (UK) LTD. 

YUS 
YUSEN AIR & SEA SERVICE (USA)INC. 

(統合後YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC.に社名変更予定） 

YEU 
YUSEN AIR & SEA SERVICE (EUROPE) B.V. 

（統合後YUSEN LOGISTICS (EUROPE) B.V.に社名変更予定） 

YUK YUSEN AIR & SEA SERVICE (U.K.) LTD. 

YL-US YUSEN LOGISTICS (AMERICAS) INC. 

YL-EU YUSEN LOGISTICS (EUROPE) B.V. 

YL-UK YUSEN LOGISTICS (UK) LTD. 

 

以上 

 

 

 

日本郵船グループ 郵船ロジスティクスグループ 

NLA NL-UK 

NL-EC NGE 

YUS YUK 

YEU 

日本郵船グループ 郵船ロジスティクスグループ 

YL-US YL-UK 

YL-EU 

 他欧州子会社 

（ロジスティクス事業） 

統合後 

統合前 

53.7% 46.3% 

49% 51% 

（ロジスティクス事業） 

59.5% 

59.5% 

他欧州子会社 他欧州子会社 
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別紙2 個別統合取引の概要 

 

合併の場合

存続会社 譲渡対象 譲渡元 譲渡先

NYK LOGISTICS
(AMERICAS) INC.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (USA) INC.

合  併
及び

株式譲渡(持分調整)

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (USA) INC.

YUSEN LOGISTICS
(AMERICAS) INC.

株式

NYK GROUP AMERICAS
INC.
及び

NYKロジスティック
スジャパン（株）

(持分調整)

郵船ロジスティクス
（株）

(持分調整)
2011/4/1

NYK LOGISTICS
(AMERICAS) INC.

(INSD)
－ 合  併

YUSEN LOGISTICS
(AMERICAS) INC.

－ － － 2011/6/1

NYK LOGISTICS DO
BRASIL LTDA

YUSEN AIR & SEA
SERVICE DO BRASIL

LTDA
合　併

NYK LOGISTICS DO
BRASIL LTDA

－ － －
YUSEN LOGISTICS DO

BRASIL LTDA
2011/4/1

MULTILOGISTICA
S.A.

－ 株式譲渡(持分調整) －
MULTILOGISTICA

S.A. 株式
日本郵船(株)

郵船ロジスティクス
（株）

YUSEN LOGISTICS
(ARGENTINA) S.A.

2011/4/1

欧州持株
会社

NYK LOGISTICS
(EUROPE CONTINENT)

B.V.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (EUROPE)

B.V.
合　併

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (EUROPE)

B.V.
－ － －

YUSEN LOGISTICS
(EUROPE) B.V.

2011/4/1
(注1)

NYK LOGISTICS (UK)
LTD.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (U.K.)

LTD.
株式譲渡 －

NYK LOGISTICS (UK)
LTD. 株式

NYK GROUP EUROPE
LTD.

YUSEN LOGISTICS
(EUROPE) B.V.

2011/4/17

－
YUSEN AIR & SEA
SERVICE (U.K.)

LTD.
事業譲渡 －

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (U.K.)

LTD. 事業

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (U.K.)

LTD.

NYK LOGISTICS (UK)
LTD.

2011/4/17

NYK GROUP EUROPE
LTD.

－
物流事業の
現物出資

－
NYK GROUP EUROPE
LTD. 物流事業

NYK GROUP EUROPE
LTD.

NYK LOGISTICS (UK)
LTD.

2011/4/17

NYK LOGISTICS
(NEDERLAND) B.V.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (BENELUX)

B.V.
合　併

NYK LOGISTICS
(NEDERLAND) B.V.

－ － －
YUSEN LOGISTICS
(BENELUX) B.V.

2011/4/1

NYK LOGISTICS
(EDAM) B.V.

－
株式の

現物出資
－

NYK LOGISTICS
(EDAM) B.V. 株式

YUSEN LOGISTICS
(EUROPE) B.V.

YUSEN LOGISTICS
(BENELUX) B.V.

YUSEN LOGISTICS
(EDAM) B.V.

2011/4/1

NYK LOGISTICS
(BELGIUM) N.V.

－

NYK LOGISTICS
(CHARLEROI) S.A.

－

MONDIA ARRAS
S.A.S.

－

ドイツ
NYK LOGISTICS

(DEUTSCHLAND) GMBH

YUSEN AIR & SEA
SERVICE

(DEUTSCHLAND) GMBH
合　併

NYK LOGISTICS
(DEUTSCHLAND) GMBH

－ － －
YUSEN LOGISTICS

(DEUTSCHLAND) GMBH
2011/10/1

(注2)

フランス
NYK LOGISTICS

(FRANCE) S.A.S.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (FRANCE)

S.A.R.L.
合　併

NYK LOGISTICS
(FRANCE) S.A.S.

－ － －
YUSEN LOGISTICS
(FRANCE) S.A.S.

2011/5/2

イタリア
NYK LOGISTICS
(ITALY) S.P.A.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (ITALIA)

S.R.L.
合　併

NYK LOGISTICS
(ITALY) S.P.A.

－ － －
YUSEN LOGISTICS
(ITALY) S.P.A.

2011/4/1

スペイン
NYK LOGISTICS
KAISHA IBERICA

S.A.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (BENELUX)

B.V.
Spain Branch

そのまま存続 － － － －

YUSEN LOGISTICS
(IBERICA) S.A.

及び
YUSEN LOGISTICS
(BENELUX) B.V.
Spain Branch

2011/4/1

スウェー
デン

－

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (BENELUX)

B.V.
Sweden Branch

支店としてそのまま
存続

－ － － －
YUSEN LOGISTICS
(BENELUX) B.V.
Nordic Branch

2011/4/1

ポーラン
ド

NYK LOGISTICS
(POLSKA) SP.ZO.O.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE

(DEUTSCHLAND) GMBH
Poland Branch

事業譲渡
－

YUSEN AIR & SEA
SERVICE

(DEUTSCHLAND) GMBH
Poland Branch

事業

YUSEN AIR & SEA
SERVICE

(DEUTSCHLAND) GMBH

NYK LOGISTICS
(POLSKA) SP.ZO.O.

YUSEN LOGISTICS
(POLSKA) SP.ZO.O.

2011/1/1

ハンガ
リー

NYK LOGISTICS
(HUNGARY) KFT.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE

(DEUTSCHLAND) GMBH
Hungarian Branch

事業譲渡
－

YUSEN AIR & SEA
SERVICE

(DEUTSCHLAND) GMBH
Hungarian Branch

事業

YUSEN AIR & SEA
SERVICE

(DEUTSCHLAND) GMBH

NYK LOGISTICS
(HUNGARY) KFT.

YUSEN LOGISTICS
(HUNGARY) KFT.

2011/1/1

チェコ
NYK LOGISTICS

(CZECH REPUBLIC)
S.R.O.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (CZECH)

S.R.O.

事業の
現物出資

－
YUSEN AIR & SEA
SERVICE (CZECH)

S.R.O. 事業

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (CZECH)

S.R.O.

NYK LOGISTICS
(CZECH REPUBLIC)

S.R.O.

YUSEN LOGISTICS
(CZECH) S.R.O.

2011/4/1

ロシア
NYK LOGISTICS RUS

LLC
－ 株式譲渡 －

NYK LOGISTICS RUS
LLC 株式

NYK GROUP EUROPE
LTD.

YUSEN LOGISTICS
(EUROPE) B.V.

YUSEN LOGISTICS
RUS LLC

2011/4/1

(注1) 欧州持株会社の統合により、欧州の統合各社は2011年4月より郵船ロジスティクスの連結決算対象となります。

(注2) ドイツ会社の法的な統合は、現地での申請プロセスを考慮し、2011年10月1日と設定しております。

2011/4/1
YUSEN LOGISTICS
(BELGIUM) N.V.

合　併 － －

英国

オランダ

ベルギー

欧州

基本方針及び基本条件統合対象子会社

YUSEN LOGISTICS
(UK) LTD.

実行日
(予定)

国又は地域
統合後の新社名

(予定)統合の方法日本郵船
郵船

ロジスティクス

株式譲渡・事業譲渡・現物出資の場合

米国
YUSEN LOGISTICS
(AMERICAS) INC.

アルゼンチン

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (BENELUX)

B.V.
Belgium Branch

NYK LOGISTICS
(BELGIUM) N.V.

ブラジル
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合併の場合

存続会社 譲渡対象 譲渡元 譲渡先

NYK LOGISTICS
(ASIA) PTE., LTD.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE

(SINGAPORE) PTE.
LTD.

合　併

YUSEN AIR & SEA
SERVICE

(SINGAPORE) PTE.
LTD.

－ － －
YUSEN LOGISTICS
(SINGAPORE) PTE.

LTD.
2011/4/1

NANHAI BUSINESS
SOLUTIONS
PTE.,LTD.,

－

NYK LOGISTICS
(ASIA) PTE., LTD.
とYUSEN AIR & SEA

SERVICE
(SINGAPORE) PTE.

LTD.合併後、子会社
としてそのまま存続

－ － － －
NANHAI BUSINESS

SOLUTIONS
PTE.,LTD.,

2011/4/1

NYK LOGISTICS
(PHILIPPINES) INC.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE

(PHILIPPINES) INC.

合  併
及び

株式譲渡(持分調整)

YUSEN AIR & SEA
SERVICE

(PHILIPPINES) INC.

YUSEN LOGISTICS
(PHILIPPINES) INC.

株式

日本郵船(株)
(持分調整)

郵船ロジスティクス
（株）

(持分調整)

YUSEN LOGISTICS
(PHILIPPINES) INC.

2011/4/1

NYK LOGISTICS
(INDIA) LTD.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (INDIA)

P.V.T., LTD

合  併
及び

株式譲渡(持分調整)

NYK LOGISTICS
(INDIA) LTD.

YUSEN LOGISTICS
(INDIA) LTD. 株式

日本郵船(株)
(持分調整)

YUSEN LOGISTICS
(SINGAPORE) PTE.

LTD.
(持分調整)

YUSEN LOGISTICS
(INDIA) PVT. LTD.

2011/7/1

NYK LOGISTICS
(AUSTRALIA) PTY.

LTD.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE

(AUSTRALIA) PTY
LTD.

NYK LOGISTICS
(AUSTRALIA) PTY.
LTD.をYUSEN AIR &

SEA SERVICE
(AUSTRALIA) PTY

LTD.の完全子会社に
した後に事業譲渡、

及び
株式譲渡(持分調整)

YUSEN AIR & SEA
SERVICE

(AUSTRALIA) PTY
LTD.

YUSEN LOGISTICS
(AUSTRALIA) PTY.

LTD.
株式(持分調整)

NYK GROUP OCEANIA
PTY. LTD.
(持分調整)

YUSEN LOGISTICS
(SINGAPORE) PTE.

LTD.
(持分調整)

YUSEN LOGISTICS
(AUSTRALIA) PTY.

LTD.
2011/4/1

NYK LOGISTICS &
KUSUHARA LANKA
(PRIVATE) LTD.

－ 株式譲渡(持分調整) －

NYK LOGISTICS &
KUSUHARA LANKA
(PRIVATE) LTD.

株式

日本郵船(株)
郵船ロジスティクス

（株）

YUSEN LOGISTICS &
KUSUHARA LANKA

(PVT) LTD.
2011/4/1

NYK LOGISTICS
(HONG KONG) LTD.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (HONG
KONG) LTD.

事業譲渡 －
NYK LOGISTICS

(HONG KONG) LTD.
事業

NYK LOGISTICS
(HONG KONG) LTD.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (HONG
KONG) LTD.

YUSEN LOGISTICS
(HONG KONG) LTD.

2011/3/1

NYK LOGISTICS
SHENZHEN (AGENCY)

－ 株式譲渡 －
NYK LOGISTICS

SHENZHEN (AGENCY)
株式

NYK LOGISTICS
(HONG KONG) LTD.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (HONG
KONG) LTD.

未定 未定

NYK LOGISTICS
(TAIWAN) CO., LTD.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (TAIWAN)

LTD.
合　併

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (TAIWAN)

LTD.
－ － －

YUSEN LOGISTICS
(TAIWAN)  LTD.

2011/4/1

NYK LINE (KOREA)
CO.,LTD.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (KOREA)

CO., LTD.
事業譲渡 －

NYK LINE (KOREA)
CO.,LTD. 物流事業

NYK LINE (KOREA)
CO.,LTD.

YUSEN AIR & SEA
SERVICE (KOREA)

CO., LTD.

YUSEN LOGISTICS
(KOREA) CO., LTD.

2011/4/1

香港

中国

国又は地域

基本方針及び基本条件

実行予定日
日本郵船

郵船
ロジスティクス

統合の方法

統合後の新社名
(予定)

株式譲渡・事業譲渡・現物出資の場合

韓国

インド

シンガポール

オーストラリア

フィリピン

スリランカ

台湾

統合対象子会社

 

 

以上 
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日本郵船株式会社

郵船ロジスティクス株式会社
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海外物流事業の統合について
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1．統合の背景、目的及び概要

２．統合後の物流事業のイメージ
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1．統合の背景、目的及び概要

２．統合後の物流事業のイメージ
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1-1.統合の背景と目的

【日本郵船の物流事業と郵船ロジスティクスの事業を統合】

海／空のフォワーディングとコントラクトロジスティクスを事業の両輪とし、

総合物流業者として顧客のグローバルな物流最適化要請に応えるサービスを提供する。

統合の背景
顧客企業の物流グローバル化と

全体最適化要請の深化

物流企業のグローバル化
進展と競争の激化

世界トップクラスの事業スケール

営業力強化

コスト競争力強化

組織強化

クオリティサービスの提供

ネットワークの充実

ブランド力強化

総合物流会社としての
事業ポートフォリオの確立

コントラクトロジスティクス・・・顧客との契約による物流業務請負サービス（在庫管理・輸配送管理、受発注管理など）
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1-2.統合の概要

国内
事業

海外
事業

 2010年10月1日、NYKロジスティックスジャパン株式会社の国内物流事業の一
部について、事業譲受けにより郵船航空サービス株式会社が統合。

 郵船航空サービス株式会社は統合後、同日付で「郵船ロジスティクス株式会社」
に社名を変更。

 日本郵船グループの物流事業を担う会社として新体制をスタート。

国内事業統合の詳細については、日本郵船及び郵船ロジスティクス両社の
2010年5月28日付「事業の一部譲受けに関するお知らせ」適時開示資料をご覧下さい。

 日本郵船の海外物流事業と郵船ロジスティクスの海外事業を統合。

 組織再編等の手法を通じ、日本郵船と郵船ロジスティクスが海外物流事業に係
る新統合会社に共同参画、郵船ロジスティクスが当該会社を連結子会社とする。

 本統合により日本郵船及び郵船ロジスティクスは世界最大級のトータル・ロジス
ティクス・プロバイダーとして、国際複合一貫の物流サービスを提供する体制を構
築・整備。

 統合は、両社対等の精神に基づいて行う。
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1-3.統合後の地域別連結売上イメージ　　

円A 円B

円C

円A：NYK LOGISTICSの　　　
売上高

円B：郵船ロジスティクス
グループ子会社の売上高

円C：統合新体制の売上高

欧州 東アジア

南アジア
オセアニア

米州

凡例

720億円
120億円

840億円

英国

ベルギー

フランス

ドイツ

その他

英
国

ﾌﾗﾝｽ

ﾄﾞｲﾂ

その他

英国

ベルギー
フランス

ドイツ

その他

660億円

米国

ブラジル アルゼンチン

米国

ブラジル

米国

アルゼンチン

カナダ

110億円

770億円

台湾

香港

中国 台湾

香港

中国

台湾

110億円 150億円

260億円

※ 東アジア及び南アジア・オセアニアについては、
今回の統合契約対象外の中国やタイ等の主要
国の業績は含められておりません。同地域に関
しても今後順次統合を進めていく予定です。

※

※

ブラジル

香港

韓国

韓国

NLグループ NLグループ

NLグループYLKグループ

YLKグループ

YLKグループ

統合後

統合後

統合後

豪州

ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ

インド

フィリ
ピン

220億円
統合後

100億円
NLグループ

ベト
ナム

豪州

ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

インド

ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ豪州

ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ

インド

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
その他

120億円
YLKグループ

その他

カナダ

（注）各社直近期（2009年12月期もしくは
2010年3月期）の実績値をベースに作成
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1-4.統合のスケジュール(1/2)

4月4月　 1月　 1月10月10月

現在「郵船ロジスティクス」
新体制スタート

5月5月 6月6月2月2月 3月3月　　11月　　11月 7月7月 ～～ 12月12月 1月1月 2月2月 3月3月　 12月　 12月
2011年2010年 2012年

米

州

欧

　
　
　

州

米州子会社再編にかかる諸手続の実施

欧州子会社再編にかかる諸手続の実施

2011年4月～米州新体制スタート2011年4月～米州新体制スタート

【4月】米国主要2社の統合予定

【1月】ポーランド・
ハンガリー統合予定

【4月】欧州HD・他子会社
（オランダ・ベルギー等）統合予定

【4月】英国
統合予定

【5月】フランス
統合予定

【10月】ドイツ
統合予定

米州・欧州HD等統合予定
両地域新体制スタート

欧州全対象会社・事業統合予定

【6月】米国全子会社統合予定

2011年4月～欧州新体制スタート2011年4月～欧州新体制スタート

【10月】欧州全子会社統合予定

【4月】ブラジル・アルゼンチン統合予定

統合準備スタート

統合準備スタート
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1-4.統合のスケジュール(2/2)

4月4月　 1月　 1月10月10月

現在「郵船ロジスティクス」
新体制スタート

5月5月 6月6月2月2月 3月3月　　11月　　11月 7月7月 ～～ 12月12月 1月1月 2月2月 3月3月　 12月　 12月
2011年2010年 2012年

各地域新体制スタート
（3月まで）

全海外事業統合
完了予定

東
ア
ジ
ア

東アジア子会社再編にかかる諸手続の実施

2011年4月～東アジア新体制スタート2011年4月～東アジア新体制スタート

南アジア・オセアニア子会社再編にかかる諸手続の実施

【4月】シンガポール・フィリピン・
オーストラリア・スリランカ統合予定

【7月】インド
統合予定

2011年4月～南アジア・オセアニア新体制スタート2011年4月～南アジア・オセアニア新体制スタート

南
ア
ジ
ア
・オ
セ
ア
ニ
ア

【3月】香港統合予定 【4月】台湾・韓国統合予定

中 国 　順 次 統 合 予 定

タ イ 等 他 地 域 順 次 統 合 予 定

統合準備スタート

統合準備スタート
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1．統合の背景、目的及び概要

２．統合後の物流事業のイメージ
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2-1.海外事業の統合の概要 （米州・欧州）

項目 米州 欧州 東アジア
南アジア・オセアニ

ア

拠 点 数 65箇所 98箇所 76箇所 115箇所

倉 庫 面 積 424,005㎡ 831,195㎡ 249,388㎡ 655,635㎡

従 業 員 数 1,768人 4,000人 2,411人 6,626人

(注) 拠点数・従業員数・倉庫面積は2010年3月末現在の合算数値であり、本件統合の対象外の法人も含めて事業規模を示しております。

統 合 後 資 本 関 係 図　（米　州）

日本郵船
グループ

郵船ロジスティクス
グループ

個社 個社 個社

統 合 後 資 本 関 係 図　（欧　州）

日本郵船
グループ

郵船ロジスティクス
グループ

欧州HD

個社 個社 個社
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一般貨物輸送事業
約5,500億円

不定期専用船事業
約7,300億円

その他
約2,000億円

物流事業
約3,400億円

日本郵船グループのセグメント別売上高（2009年度）

グループの一員として物流事業の中核を担う郵船ロジスティクスグループ

郵船ロジスティクスとの海外物流事業統合により、フォワーディング事業等のノンアセットビジネスの拡大へ

2-2.日本郵船グループにおける新生郵船ロジスティクスグループの

位置付け



本資料に関するお問い合わせ先

郵船ロジスティクス株式会社 IR広報室
TEL: 03-6703-8231
FAX: 03-3578-3553

e-mail: yljpird@jp.yusen-logistics.com

日本郵船株式会社 広報グループ
TEL: 03-3284-5058
FAX: 03-3284-6382

e-mail: prteam@jp.nykline.com
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